
資 料 １

公立大学法人の評価に係る関係法令

●地方独立行政法人法（抄）

（各事業年度に係る業務の実績に関する評価）

第２８条 地方独立行政法人は、設立団体の規則で定めるところにより、各事業年度における業務

の実績について、評価委員会の評価を受けなければならない。

２ 前項の評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査をし、及び分析をし、並びに

これらの調査及び分析の結果を考慮して当該事業年度における業務の実績の全体について総合的

な評定をして、行わなければならない。

３ 評価委員会は、第１項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該地方独立行政法人に対して、そ

の評価の結果を通知しなければならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認め

るときは、当該地方独立行政法人に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。

４ 評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項（同項

後段の規定による勧告をした場合にあっては、その通知に係る事項及びその勧告の内容）を設立

団体の長に報告するとともに、公表しなければならない。

５ 設立団体の長は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を議会に報告しなければなら

ない。

（中期目標に係る業務の実績に関する評価）

第３０条 地方独立行政法人は、設立団体の規則で定めるところにより、中期目標の期間における

業務の実績について、評価委員会の評価を受けなければならない。

２ 前項の評価は、当該中期目標の期間における中期目標の達成状況の調査をし、及び分析をし、

並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該中期目標の期間における業務の実績の全体に

ついて総合的な評定をして、行わなければならない。

３ 第２８条第３項から第５項までの規定は、第１項の評価について準用する。

（認証評価機関の評価の活用）

第７９条 評価委員会が公立大学法人について第３０条第１項の評価を行うに当たっては、学校教

育法（昭和２２年法律第２６号）第６９条の３第２項 に規定する認証評価機関の教育及び研究の

状況についての評価を踏まえることとする。

●学校教育法（抄）

第６９条の３ 大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところによ

り、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備（次項において「教育研究等」

という ）の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。。

２ 大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期

間ごとに 文部科学大臣の認証を受けた者 以下 認証評価機関 という による評価 以下 認、 （ 「 」 。） （ 「

証評価」という ）を受けるものとする。ただし、認証評価機関が存在しない場合その他特別の事。

由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。

３ （略）

４ 前２項の認証評価は、大学からの求めにより、大学評価基準（前２項の認証評価を行うために

認証評価機関が定める基準をいう。次条において同じ ）に従つて行うものとする。。


